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第１. 事業計画書 

本報告書冒頭に記載の調査を実施した結果として株式会社インターネットイ

ニシアティブ（以下、「当社」という。）が作成した事業計画書を以下に示す。 

１.  自社戦略における本調査の位置づけ 

当社は、日本で最初の商用インターネットサービス事業者として創業当初よ

りグローバルビジネスを展開してきた。その中でも、自社のデータセンター建設

や運用を通して得られたノウハウや技術力を生かして、省コスト・高いエネルギ

ー効率を求める新興国にデータセンター事業を提供し、各国の課題解決に貢献

している。 

当社は、現在欧州に 2拠点（ロンドン、デュッセルドルフ）を有しているが、

戦後ウクライナでの通信インフラの復旧需要は各国政府や国際機関の支援もあ

り大きな事業機会となると見込んでいる。一方で、ロシアによる侵略が終わって

もウクライナの地政学的なリスクは引き続き残ると想定されるため、通信イン

フラの再構築は分散性、自律性、冗長性をキーワードとして検討されていくもの

と考えている。これまで当社としてウクライナを重要市場として位置付けたこ

とはなかったが、当社の海外市場における主力製品の 1 つであるエッジデータ

センターのニーズが相当程度見込まれるという状況を踏まえ、今回調査に着手

したものである。当社としては、上記を実現する高品質なエッジデータセンター

の提供を進めることにより、ウクライナの復興に貢献することを目指す。 

本調査では、戦後のウクライナでの通信インフラの復旧ニーズに焦点を定め

る。高品質な分散型のエッジデータセンターの提供は、インフラの再構築・強化

を行う上で強い需要が想定されるため、その詳細を明確にする。 
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２.  業界構造 

（１） 一般的なシステム運用基盤の形態 

ICT サービスに係るシステム運用基盤は、一般的にクラウド環境1・コロケー

ション環境2・オンプレミス環境3に大別される。データセンター内にはこれらの

システム運用基盤が構築されることになる。それぞれの主な特徴を下表に示す。 

表 1 システム運用基盤の特徴 

特徴 クラウド環境 コロケーション環境 オンプレミス環境 

システム運用基盤の主な

設置場所 

事業者 

（データセンター） 

事業者 

（データセンター） 

ユーザ 

（自社内） 

ハードウェア(サーバ・ネ

ットワーク機器等)の所有

権及び運用者 

事業者 ユーザ ユーザ 

インフラ設備(電力・通信

等)の運用者 
事業者 事業者 ユーザ 

物理セキュリティや耐災

害性 

事業者の設備に依存 

(ユーザがデータセンタ

ーに入ることはない) 

事業者の設備に依存 ユーザが構築 

コスト構造  
リソース使用量に応じ

た従量課金制 

事業者が提供するリソー

ス以外をユーザが負担 

ユーザが全てを負

担 

 初期費用 無し 
ハードウェア及びソフト

ウェアの購入費・構築費 

ハードウェア、ソ

フトウェア及びイ

ンフラ(電気・通

信等)の購入費・

構築費、土地 

 ランニング

コスト 

リソース使用量に依

存、運用費（人件費）

等 

電力料金・通信費・コロ

ケーション費、運用費

（人件費）等 

電力料金・通信

費、運用費（人件

費）等 

システム基盤の制御 
事業者のサービス形態

に依存 
ユーザに依存 ユーザに依存 

ハードウェアの拡張性 
事業者のサービス形態

に依存 

データセンターのラック

スペースに依存 

自社のラックスペ

ースや土地に依存 

（２） ウクライナにおける主要なデータセンター事業者 

ウクライナにおける主要なデータセンター事業者の特徴を以下に示す。これら

の事業者は、当社にとって競合先や現地パートナーになり得る。  

 
1 クラウド環境：ハードウェアはクラウドサービス事業者が管理し、ユーザはインターネット経由で必要なリソース

（OS、CPU、ストレージ容量、アプリケーション等）をサービスとして動的に利用できる環境である。サーバやスト

レージは、需要に応じて柔軟に増減でき、データやアプリケーションは複数のサーバやデータセンターに分散して提供

されているため、システム障害が発生しても可用性が確保されやすい。 
2 コロケーション環境：物理的セキュリティ、信頼性の高い電力及び冗長化された通信チャネル等を有するデータセン

ター内にユーザが所有するサーバやネットワーク機器等のハードウェアを設置した環境である。ハードウェアやソフト

ウェアの調達・構築・運用保守はユーザまたはコロケーションサービス提供事業者が実施する。ユーザは利用した電

気、通信及びｘコロケーション費用を負担する。 
3 オンプレミス環境：ユーザが所有する敷地内にユーザが所有するサーバやネットワーク機器等のハードウェアを設置

した環境である。ハードウェアやソフトウェアの調達・構築・運用保守はユーザが実施し、ユーザはこれらに係るコス

トを全て負担する。 
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表 2 主要データセンターと主な特徴 

事業名 企業の特徴 

BeMobile 

 

ウクライナにおけるデータセンター市場で最大のシェアを誇る。通信プ

ロバイダー、輸送・物流会社、ガソリンスタンドチェーン、小売チェー

ン、銀行、公共部門等の広範な顧客基盤を有する。 

De Novo ウクライナにおけるデータセンター市場で 2番目のプレイヤーである。

ウクライナ国内をはじめ、ドイツ・フランクフルトにデータセンターを

保有する。AI やマシンラーニングを扱う企業にGPU クラウドを提供し

ている。大手銀行、エネルギー業界、公共機関等の幅広い顧客基盤を有

する。 

Datagroup Volia 

 

ウクライナにおけるデータセンター市場の 3番手である。2021 年に

Volia 社を買収した。De Novo と同様に、ウクライナ国内をはじめ、ドイ

ツ・フランクフルトにデータセンターを保有する。 

GIGA GROUP 

（GigaCenter/GigaCloud） 

モジュールコンテナ型の大容量データセンターを有する。AIやマシンラ

ーニングを扱う企業にGPU クラウドを提供している。 

Parkovyi ウクライナ国内で唯一の TIER III 認定データセンターを有する。 

Ukrtelecom ウクライナ国内最大の通信プロバイダーの 1つ。 

Deloitte Ukraine（本調査を一部委託。以下同じ）によると、各事業者が有する

データセンターの規模は 10MW以下と比較的小規模なデータセンターで占めら

れており、コンテナ型データセンターに分類される当社の松江データセンター

（設備収容：500 ラック及び最大受電容量：4MW）と同等の規模であった。な

お、Amazon Web Services（AWS）、Google Cloud、Microsoft Azure等が利用す

るハイパースケールデータセンターは現時点では確認できなかった。 データセ

ンターの設置場所については、首都 Kyivに集中しており、Kyivにあるデータセ

ンターの数は 14～20程度である。それ以外の地域は Kharkivに 5カ所、Odesa、

Lviv、及び Uzhhorodに所在する。各事業者のデータセンターの設備内容を下表

に示す。 

表 3 データセンター事業者のデータセンター概要 

事業者名 運用年数 設置都市 海外拠点 ラック数 国内認証 

BeMobile 14年 Kyiv(2拠点) - - ・Comprehensive 

Information 

Protection System 

Certificate4 

・NBU requirements 

compliance5 

De Novo 16年 Kyiv フランクフル

ト(ドイツ) 

360 ・Comprehensive 

Information 

Protection System 

Certificate 

 
4 本適合証明書を取得することで、データセンターは公共部門やあらゆる企業に対し、ユーザ情報を高度に保護したサ

ービスを提供することができる。 
5 ウクライナ国立銀行の要件に準拠することで、データセンターは銀行セクターの企業のサーバインフラストラクチャ

を設置することができる。 
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事業者名 運用年数 設置都市 海外拠点 ラック数 国内認証 

・NBU requirements 

compliance 

Datagroup – 

Volia 

20年以上 Datagroup：

Kyiv(4 拠点 )

等 

Volia：Kyiv(2

拠点)等 

 

Datagroup： 

フランクフル

ト 

(ドイツ) 

 

- ・Comprehensive 

Information 

Protection System 

Certificate 

・NBU requirements 

compliance 

GIGA GROUP 

(GigaCenter/Gig

aCloud） 

10年以上 Kyiv - 300以上 ・Comprehensive 

Information 

Protection System 

Certificate 

・NBU requirements 

compliance 

Parkovyi 11年 Kyiv、Lviv フランクフル

ト(ドイツ) 

ワルシャワ 

(ポーランド） 

ヴィリニュス 

(リトアニア） 

400 ・Comprehensive 

Information 

Protection System 

Certificate 

・NBU requirements 

compliance 

Ukrtelecom 10年以上 複数都市 - - ・Comprehensive 

Information 

Protection System 

Certificate 

・NBU requirements 

compliance 

出所：Deloitte Ukraineが各社公開情報を元に作成 

表 4 データセンター事業者における国際認証 

事業者名 

IS
O
/IE
C

 

2
7
0
0
1

 

IS
O
/IE
C

 

2
7
7
0
1

 

IS
O
/IE
C

 

2
7
0
1
7

 

IS
O
/IE
C

 

2
7
0
1
8

 

IS
O
 9
0
0
1

 

P
C
I D
S
S
 fo
r 

 

d
a
t c
e
n
te
rs

 

P
C
I D
S
S
 fo
r 

c
lo
u
d
 
s
e
rv
ic
e
s

 

S
A
P
 C
e
rtifie

d
 

(

略)
6 

T
IE
R
 

Ⅲ 

C
o
m
p
a
lia
n
c
e

 

T
IE
R
 

Ⅲ

C
e
rtific

a
tio
n

 

BeMobile ○ － － － － ○ － － ○ － 

De Novo ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － 

Datagroup –

Volia 
○ － － － － － － － ○ － 

GIGA 

GROUP 

(GigaCenter/

GigaCloud） 

○ ○ － － － ○ ○ － ○ － 

Parkovyi ○ ○ － － ○ － － ○ ○ ○ 

Ukrtelecom － － － － － － ○ － ○ － 

 
6 正式名称：SAP Certified in Cloud and Infrastructure Operations 
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出所：Deloitte Ukraineが各社公開情報を元に作成 

表 5 データセンター事業者が提供するシステム運用基盤 

出所：Deloitte Ukraineが各社公開情報を元に作成 

表 6 データセンター事業者が提供するクラウドサービス形態(XaaS7) 

事業者名 IaaS SaaS PaaS 
Data Storage 

BaaS DRaaS 

BeMobile ○ ○ - ○ - 

De Novo ○ - ○ 

○ 

・BaaS Geo 
・Flex Backup 

○ 

Datagroup – 

Volia 
○ - - 

○ 

・Veeam by 
Cloud Director 

- 

GIGA 

GROUP 

(GigaCenter/

GigaCloud） 

○ - ○ 

○ 

・VMware 
Cloud Director 

Availability 

○ 

・Veeam 
Cloud Connect 

Parkovyi ○ ○ ○ 

○ 

・Veeam by 
Cloud Director 

○ 

Ukrtelecom ○ ○ - 

○ 

・IBM Tivoli 
Storage 

Manager 

- 

 
7 XaaS(IaaS,SaaS,PaaS等)：クラウドを通じて、ITリソースや機能をインターネット経由で提供するサービスモデル 

事業者名 

コロケーションサービス クラウド 

オンプレミス 

モジュラーコ

ンテナ型デー

タセンター 

プライベートク

ラウド 

パブリックク

ラウド 
GPU クラウド 

BeMobile ○ NA ○・VMware ○ - 

De Novo ○ NA ○・VMware ○ ○ 

Datagroup – 

Volia 
○ NA 

○・VMware 

・Microsoft 

Hyper-V 

・KVM 

○ - 

GIGA 

GROUP 

(GigaCenter/

GigaCloud） 

○ ○ ○・VMware ○ ○ 

Parkovyi ○ NA 

○・VMvare 

・Microsoft 

Hyper-V 

○ - 

Ukrtelecom ○ NA ▲（EU内） ▲（EU内） - 
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出所：Deloitte Ukraineが各社公開情報を元に作成 

（３） データセンター事業者の市場シェア 

前述した各データセンター事業者における 2022年度売上シェアトップ 3は、

BeMobil（26%）、De Novo（20%）、Datagroup – Volia（11%）の順であった。 

図 1 データセンター市場における 2022年度売上シェア 

          
出所：Deloitte Ukraineが「Ukrainian cloud and data center market in 2021 2022」を元に作成 

 

（４） データセンター環境を支えるインフラや電力事情 

各データセンター事業者における通信インフラや電力事情を下表に示す。各

データセンター事業者は、ロシアによる侵略により、電力の不安定さ、発電機

の必要性など、電力や通信インフラに係る課題を潜在的に抱えている。 

表 7 データセンター事業者におけるインフラや電力事情 

 
8 IT機器が消費する電力 

事業者名 
最大受

電容量 

IT 

Load8 
電源供給 稼働率 通信 

BeMobile - 1.3MW 2 つの独立した電源（変

電所）からの冗長化され

た電力入力。各ラインは

最大 5MWの電力を供給

可能 

99.982% 17 の通信事

業者を選択可

能 

De Novo 3MW 

 

1.64MW 冗長化された電力入力

及びディーゼル発電機 3

基 

99.982% 

 

14 通信事業

者を選択可能 
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※各データセンター事業者は、共通して火災予兆検知システムやガス消火設備を有している 

出所：Deloitte Ukraineが各社公開情報を元に作成 

（５） 戦争下の影響 

本調査により、各データセンター事業者はロシアによる本格的な侵略の影響

を受けて、以下のようなデータセンター運営に係る課題を抱えていることが確

認できた。 

⚫ サイバー攻撃への対策 

データセンターに対するサイバー攻撃の頻度と規模は増加しており、サイバ

ー攻撃はより標的を絞るようになってきている。データセンター事業者は、ファ

イアウォールの強化、DDoS攻撃への対策、不正アクセスの保護などを余儀なく

されており、これらの対応には、専門知識を有する人材や設備が必要になってき

ている。 

⚫ 電源の確保及びコスト増への対応 

発電所等のエネルギーインフラ関連施設がミサイルやドローン攻撃の標的と

なっており、安定した電力供給に課題を抱えている。その結果、エネルギーコス

トが増加しており、自律的な電力供給を確保するために、発電機等の追加設備へ

の投資が必要になってきている。 

⚫ データセンターに対する物理的な脅威の増加 

ミサイルやドローン攻撃等によるデータセンター施設への物理的な被害の脅

威が高まっている。そのため、データセンター事業者は信頼性の高い保護対策を

実施することや、国内のより安全な地域への移設などのデータセンター自体の

事業者名 
最大受

電容量 

IT 

Load8 
電源供給 稼働率 通信 

Datagroup  Volia - - 冗長化された電力入

力、エネルギー供給業

者との提携 

99.982% 

 

独自のバック

ボーン通信ネ

ットワークを

有する 

GIGA GROUP 

(GigaCenter/GigaCloud） 

1MW - 冗長化された電力入力

及びディーゼル発電機 3

基 

99.982% 

 

12 の通信事

業者を選択可

能 

Parkovyi 4MW - 1.6MWの供給が可能な

無停電電源装置を 3基

設置及び自社所有の独

立型ディーゼル発電所 

99.982% - 

Ukrtelecom 0.78MW 

※コロ

ケーシ

ョンサ

ービス

部分の

み 

0.47MW 

※コロ

ケーシ

ョンサ

ービス

部分 

のみ 

冗長化された電力入力

及び自動予備電源切替

システム 

99.982% 

 

最大のバック

ボーン通信ネ

ットワークを

有する 
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バックアップ機能を拡張する必要が高まっている。 

 

 

３.  市場環境 

（１） ウクライナ政府の方針 

ウクライナにおけるシステム運用基盤の形態は、公共セクターではオンプレ

ミス環境が多く、民間セクターではクラウド環境及びコロケーション環境が多

いことが確認できた（Deloitte Ukraine調べ）。 

 

公共セクターがオンプレミス環境を採用する背景として、公共セクターは、ク

ラウドサービスの定期的な支出及び変動するコスト9に対して長期的な予算計画

を立てることが困難であり、また、ウクライナ国民に対して継続的なサービスの

提供が求められるとともに、データ保護10の観点からもオンプレミス環境の方が

より信頼できるためである。 

 

グローバルクラウドサービス事業者である Amazon Web Services（AWS）や

Microsoft は、戦時中であることを鑑みて、ウクライナ政府機関にクラウドサー

ビスを無償で提供している。一方で、戦後はクラウドサービスに対して全額の支

払いが求められるため、公共セクターでは積極的な利用が進んでいないのが現

状である。 

 

民間セクターにおいては、AWS、Microsoft、及び Oracle等のグローバルクラ

ウドサービス事業者や De Nove、GigaCloud、及び Parkovyi等のウクライナ国

内クラウドサービス事業者が提供するクラウドサービスが広く利用されている。

民間セクターがクラウドサービスを利用する背景として、企業は自社の財務能

力や提供するサービス規模に応じて、クラウドサービスの構成11を調整できると

ともに、発生するコストも管理できるためである。後述するデータ保護や顧客か

らの依頼等の特殊な事情がない限り、一般的にどの国の企業もクラウドサービ

スを検討する。 

 

他方、ウクライナにおいては戦時中のため、物理的な機器の破壊、停電、通信

の切断等の脅威が顕在する中、データセンターがウクライナ国内にあり、ウクラ

イナ企業が提供するコロケーションサービスの需要も高まっているようである。

コロケーションサービスを利用する背景として、ウクライナ国内法である個人

情報保護法12やデータ保護法の観点から、当該データを有する企業は、国内のコ

 
9 クラウドサービスの価格設定は従量課金制が多く採用されており、利用するサービスのデータ量等が増加するにつれ

てコストも増加する傾向にある。 
10 On the protection of information in information and telecommunication systems: Law of Ukraine dated 07/05/1994 No. 

80/94-VR: as of April 4 2024. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text 
11 利用サーバの CPUや OS、ストレージの容量等を選択できる 
12 On the protection of personal data: Law of Ukraine dated June 1, 2010 No. 2297-VI: as of April 27 2024. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text
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ロケーションサービスを採用している。 

 

（２） 国際機関・他国政府による取組・支援内容 

ウクライナのデジタル分野は、ロシアの侵略により多大な影響を受けている

が、国際的な支援によりそのインフラの維持と改善が進められている。取組み分

野は、通信インフラの確保、データの安全な移転、サイバーセキュリティ等の環

境整備、ICT人材育成やスタートアップの支援など多岐にわたり、実施主体には

他国政府機関、国際機関だけでなく、国際的な連携スキームも含まれる。具体的

な取組み状況と考えうる当社事業への影響可能性について記載する。 

 

出所：調査団作成 

図 2 国際機関・他国政府による主なデジタル分野の支援 

⚫ 通信インフラ（衛星通信） 

アメリカ国際開発庁（USAID）は SpaceXと提携し、5,000台の Starlink衛星

インターネット端末をウクライナ政府に提供13しており、侵略下の通信インフラ

継続運用を支援している。また、ポーランド政府は 2022年 2月以来、ウクライ

ナに累計 2万台の Starlink衛星通信端末を提供14し、インターネット接続維持の

ためのサービス費用を負担している。2025 年 3 月時点で、ウクライナでは約

42,000台の Starlink端末が稼働していると報道されており、Starlinkのサービス

停止が起こればウクライナの通信インフラに大きな影響を及ぼすと予想される。

このような中で、Starlinkネットワークの提供停止の可能性を受けて、欧州委員

会はウクライナの衛星通信容量を確保するための方法を検討している15。 

今後、利用されている Starlinkのサービスが縮小されると、インターネット通

信環境やクラウドデータへのアクセスが制限される可能性がある。そのような

場合にインターネット通信環境の改善を行う一方で、ローカル環境におけるデ

 
13 Reuters 2022年 4月 7日記事 (https://www.reuters.com/technology/spacex-usaid-deliver-5000-satellite-internet-
terminals-ukraine-2022-04-06/) 

14 Reuters 2025年 2月 23日記事 (https://www.reuters.com/world/europe/poland-is-paying-ukraines-starlink-
subscription-its-deputy-pm-says-2025-02-22/) 

15 POLITICO 2025年 3月 2日記事 (https://www.politico.eu/article/eu-to-help-ukraine-replace-musks-starlink/) 

デジタル系
スタートアップ
支援

ICT人材育成
サイバー
セキュリティ等
環境整備

データの
国外移転

通信インフラ
（衛星通信）

国際機関／
国際連携スキーム

政府／
政府機関

デジタル分野における取組み・支援内容

主
な
実
施
主
体

欧州委員会

ポーランド政府

USAID

JICA

国連訓練調査
研究所

複数か国のIT

支援連携

https://www.reuters.com/technology/spacex-usaid-deliver-5000-satellite-internet-terminals-ukraine-2022-04-06/
https://www.reuters.com/technology/spacex-usaid-deliver-5000-satellite-internet-terminals-ukraine-2022-04-06/
https://www.reuters.com/world/europe/poland-is-paying-ukraines-starlink-subscription-its-deputy-pm-says-2025-02-22/
https://www.reuters.com/world/europe/poland-is-paying-ukraines-starlink-subscription-its-deputy-pm-says-2025-02-22/
https://www.politico.eu/article/eu-to-help-ukraine-replace-musks-starlink/
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ータ設置についても考慮の必要性が増すため、提案製品の活用ニーズにつなが

ることも考えられる。 

⚫ データの国外移転 

ロシアの侵略により、ウクライナ政府はデータセンターが被害を受けるリス

クが高まっており、ポーランド政府の協力の下、重要なデータをプライベートク

ラウドに移転する措置が取られている。侵略初期には国内西部地域にデータを

移していたが、その後さらに安全な国外クラウドに移行しており、エストニアや

フランスなどの他国政府とも同様のデータ移転に関する協議が進められている
16。 

国内外のクラウド環境等へデータ移転が行われているが、戦後にデータの保

管先を海外から国内へ戻す必要性が生じることが考えられるため、引き続き同

分野の動向を注視する。 

⚫ サイバーセキュリティ等の環境整備 

サイバーセキュリティ等の強化もウクライナのデジタル分野における重要な

課題である。エストニアとルクセンブルクが主導して 2023年に設立した国際 IT

コアリション（複数か国の IT支援連携）は、2024年 12月時点で、日本を含む

17か国が参加している。このコアリションは、運営初年度に約 5億ユーロを調

達し、ウクライナの戦術通信能力の向上、サイバーセキュリティ強化など多岐に

わたる ICT分野の支援（ウクライナ国防省と軍が対象17）を展開している18。 

同 ITコアリションの支援活動にはこれまでにデータセンターの拡充も含まれ

ており、システムインフラ環境整備もカバーしている。 

⚫ ICT人材育成 

ウクライナのデジタル分野では人材育成も重要な支援分野である。国連訓練

調査研究所（UNITAR）は、ポーランド在住のウクライナ避難民女性約 500名を

対象にデジタルリスキリング研修を行っている。この研修は 2023年 10月から

2024 年 3 月まで実施され、データ分析、Web デザイン、サイバーセキュリテ

ィ、地理データ分析などの研修が無償で提供された19。また、JICA とポーラン

ド日本情報工科大学（PJAIT）は、ポーランドに避難する 86 名のウクライナ避

難民に対し、IT スキルの向上とポーランド国内での雇用促進を目指し Excel、

WordPress、Python のスキルを習得するための短期集中プログラムを実施した
20。 

 
16 Data Center Dynamics 2022年 6月 14日記事 (https://www.datacenterdynamics.com/en/news/amid-russian-
invasion-ukrainian-government-moves-data-to-poland-negotiating-with-france-estonia-and-others/) 

17 Ministry of Defence of Ukraine (https://mod.gov.ua/en/news/it-coalition-the-initiative-led-by-estonia-and-luxembourg-
provided-ukraine-with-equipment-worth-900-000-euros) 

18 Republic of Estonia (https://www.kaitseministeerium.ee/en/news/it-coalition-established-estonia-and-luxembourg-

help-ukraine-has-raised-about-500-million-euros) 
19 UNITAR (https://unitar.org/ja/hiroshima/news/digital-reskilling-ukrainian-women-evacuees-poland-programme-
launched-warsaw-ceremony) 

20 JICA (https://www.jica.go.jp/overseas/ukraine/information/topics/2023/1516643_14600.html) 

https://www.datacenterdynamics.com/en/news/amid-russian-invasion-ukrainian-government-moves-data-to-poland-negotiating-with-france-estonia-and-others/
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/amid-russian-invasion-ukrainian-government-moves-data-to-poland-negotiating-with-france-estonia-and-others/
https://mod.gov.ua/en/news/it-coalition-the-initiative-led-by-estonia-and-luxembourg-provided-ukraine-with-equipment-worth-900-000-euros
https://mod.gov.ua/en/news/it-coalition-the-initiative-led-by-estonia-and-luxembourg-provided-ukraine-with-equipment-worth-900-000-euros
https://www.kaitseministeerium.ee/en/news/it-coalition-established-estonia-and-luxembourg-help-ukraine-has-raised-about-500-million-euros
https://www.kaitseministeerium.ee/en/news/it-coalition-established-estonia-and-luxembourg-help-ukraine-has-raised-about-500-million-euros
https://unitar.org/ja/hiroshima/news/digital-reskilling-ukrainian-women-evacuees-poland-programme-launched-warsaw-ceremony
https://unitar.org/ja/hiroshima/news/digital-reskilling-ukrainian-women-evacuees-poland-programme-launched-warsaw-ceremony
https://www.jica.go.jp/overseas/ukraine/information/topics/2023/1516643_14600.html
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これらの支援活動により育成された IT 人材はウクライナ国内の IT 産業振興

に貢献することが期待され、将来的に当社製品を取り扱う技術者として活躍す

ることも期待される。 

⚫ デジタル系スタートアップ支援 

ウクライナの ITスタートアップ支援も重要な取組の 1つである。JICAは 2022

年 1月に「Project NINJA（Next Innovation with Japan）」を開始し、ウクライナ

の 54社の応募の中から選ばれた 6社の ITスタートアップに対して、約 12週間

の事業ブラッシュアップ支援を行った21。この支援には、専属のメンターが企業

経営の能力強化、事業計画のブラッシュアップ、企業とのマッチング、投資促進

を支援する内容が含まれている。 

ウクライナは近年、IT セクターで注目を集めており、スタートアップエコシ

ステムの世界ランキングでトップ 30にも選出されている。今後ウクライナ国内

の IT産業振興が進むことにより、取り扱うデータが増加し、システム構成やデ

ータ配置の多様化が進む可能性がある。 

（３） ウクライナ ICT産業の市場規模（通信分野全体） 

ウクライナにおけるクラウドサービスやコロケーションサービスを含む電子

通信サービスセクターの 2023 年の総収益は、Deloitte Ukraine によると、米ド

ル換算で 27億米ドル（UAH 973億）であった。ロシアとウクライナの間で武力

紛争が続いているにもかかわらず、電子通信セクターは成長しており、現地通貨

ベースで 2022年と比較して約 17%増加、ドル換算で約 5%増加している。また、

このうちクラウドサービスやコロケーションサービスを含む市場規模は、全体

の 6.6%である約 1.8億米ドル（UAH 64.3億）であった。 

 
出所：Deloitte Ukraineが「Report on the activities of the NKRZI」を元に作成 

図 3 電子通信セクターにおける総収益の推移(2021年-2023年) 

 
21 JICA (https://www.jica.go.jp/information/topics/2023/1514852_36683.html) 

2
0

2
2

20
23

81,0 83,2

97,3

Dynamics of revenue from provision of 
electronic communication services 

in 2021-2023, UAH billion

Total revenue from provision of electronic 
communication services

https://www.jica.go.jp/information/topics/2023/1514852_36683.html
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（４） データセンターの市場規模 

ウクライナにおける大規模なデータセンターは、2010年頃から運用が開始さ

れた。2022年以降、ロシアによる侵略の影響があるものの、ウクライナにおけ

るデータセンター市場は緩やかに成長している。なお、2014 年から 2015 年に

かけて、ロシアによるクリミア半島やウクライナ東部地域の占領を受け、自国通

貨が切り下げられたため、ドル換算での減少が生じている点に留意が必要であ

る。 

 

出所：Deloitte Ukraineが「Ukrainian cloud and data center market in 2021 2022」を元に作成 

図 4 ウクライナにおける商用データセンター市場規模（2012年-2022年、単位百万ドル) 

（５） クラウドサービスの市場シェア 

ウクライナにおけるクラウドサービスの市場シェア（2022 年）は、Deloitte 

Ukraineによると、グローバルクラウドサービス事業者である AWSが 20.4%で

あり、次にウクライナ国内クラウドサービス事業者である De Novo が 17.3%、

GigaCloudが 16.3%であった。また、ウクライナでよく利用されている AWSの

リージョンは、主にドイツのフランクフルトであった。 

コロケーションサービス事業者のシェアについては、本調査では確認できな

かったが、主要な事業者は、De Novo、GigaCenter、Parkovyi、Datagroup、

Cosmonova、及び UnitedDC が挙げられる。また、ウクライナ国内の最大手有

線通信事業者であるUkrtelecomやモバイル通信最大手である Kyivstarもコロケ

ーションサービスを提供している。 

ロシアとの全面戦争が始まって以来、戦時中における持続的なサービスの確

保やデータ避難先として AWS 等のグローバルクラウドサービス事業者が選定

されているようだが、戦後、ウクライナにおけるデータ保護関連法を遵守するた

めの逆データ移行（データの保管先を海外データセンターから国内データセン

ターへ移行）の必要性から、利用者は飛躍的には増加していないようである。下

表にてウクライナにおける主要なシステム運用基盤提供事業者を示す。 
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表 8 ウクライナにおける主要なシステム運用基盤提供事業者 

 

出所：Deloitte Ukraineが「Opendatabot」を元に作成 (Revenue values are rounded) 

（６） データセンター市場の傾向 

公共及び民間セクターにおけるデータセンター市場の現在の傾向を以下に示

す。なお、進行中の戦争や社会的・経済的課題による緊急性や限られた財源が影

響している部分もあり、戦後に同様の傾向が続くかどうかは留意が必要である。 

⚫ 主にソフトウェア開発事業者、小売事業者、銀行において、システム運用

基盤としてクラウドテクノロジーへの移行が進んでいる 

⚫ 企業が展開するデジタルサービスの持続可能性を高めるために分散型デー

タセンターの需要が増加している（全面戦争前、ほとんどのウクライナの

クラウドサービス事業者は、主に Kyiv、Kharkiv、Dnipro、及び Odesaに

集中した 2〜3のデータセンターを有していた。） 

⚫ 主に政府機関、防衛部門、重要インフラ事業者において、事業の継続性を

確保するために迅速に避難して新しい場所に展開できる可搬性の優れたモ

バイルサーバユニットの需要が増加している 

⚫ 主に銀行、大企業、政府機関において、DR用途を目的として、前線から

離れた地域や海外（主にポーランド、リトアニア、スロバキア等の東ヨー

ロッパ諸国）にデータセンターを配置し、クラウド上で ITインフラ基盤を

提供する需要が高まっている 

（７） 戦争下におけるデータセンター市場の特殊性 

2022年 2月のロシアによるウクライナ侵略により、ウクライナにおける多数

の通信関連施設が損傷または奪取された。Deloitte Ukraineによると、損傷を受

けた主な施設は、光ファイバーが総距離 200,000キロメートルのうち約 15%の

30,000キロメートル、4,300以上の通信基地局、23のテレビ及びラジオ放送ア

Number of employees Revenue, YOY growth 
(2023)

WebsiteLogoNameComments

8,112$114 million, -5%ukrtelecom.uaUkrtelecom
Main wired connection provider, offer 

cloud services from European & 
international providers

3,261$907 million, +7%kyivstar.uaKyivstar
One of the two largest mobile providers, 

offers colocation services

119$10 million, +1%denovo.uaDeNovo

Main cloud providers ≈80$9 million, +36%gigacloud.uaGigaCloud

N/A$4 million, N/Adatapark.uaParkovyi

1,860$43 million, +30%datagroup.uaDatagroup

Relatively small cloud service providers, 
offer data centers in Ukraine and on 
their partners' resources in the EU

N/A$4 million, +61%ucloud.uaUCloud

N/A$2 million, +30%cosmonova.netCosmonova

N/A$0.5 million, +21%uniteddc.net.uaUnited DC

N/A$0.2 million, +28%deltahost.uaDeltahost
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ンテナ、ウクライナ通信企業である Kyivstar、Ukrtelecom、Naftogaz に対する

大規模なサイバー攻撃によるサイバーセキュリティ侵害などであった。電子通

信セクター全体の損失額は 20億米ドルを超えており、これらを戦前の状態に戻

すには 47億米ドルが必要になると考えられている。 

こうした全面戦争による影響により、ウクライナでは、事業継続のために重要

なデータを保管しているサーバを新しい場所に迅速に退避し展開できる可搬性

の優れたサーバの必要性が高まっている。また、最前線から遠く離れたウクライ

ナ西部や近隣の東ヨーロッパ諸国に DR22として新たなデータセンターを設立す

るなど、国内外のサイトを使用して分散型インフラストラクチャを構築する動

きがみられる。 

実際の動向としては、ウクライナの主要なクラウドサービス事業者である

GigaCloud、Parkovyi及びUcloudが、ウクライナ西部（主に Lviv及びUzhgorod）

や東ヨーロッパにデータセンターを構築しており、またウクライナ国内の最大

手通信事業者である Ukrtelecomや Kyivstarは、これらの地域に設備の整った独

自の施設を持ち、コロケーションサービスを提供している。また、具体的な事業

者名は不明だが、ある企業は 1~2 つのデータセンターを損失しており、一部の

データセンター事業者は爆撃等による損傷を回避するためにデータセンターを

地下に設置するなどの対策を講じているとのことであった。 

通信事業者以外の動向としては、ウクライナ最大手の銀行である PrivatBank

は、オンプレミス環境からクラウド環境（AWS）に移行している（当初は、DR

のためのオンプレミス環境も並行して運用していたようだが、結果的にシステ

ム運用基盤は全てクラウド環境に移行した。）。また、ウクライナの 27省庁のデ

ータ、18 の大学のデータ、土地登録データや銀行データ等がクラウド環境に移

行された。 

  

 
22 DR（Disaster Recovery）とは、災害やシステム障害などの予期しない事態によってシステムがダウンした場合に、

迅速にシステムやデータを復旧させるための仕組み・体制・方針・テクノロジー・予算等。DRは継続的なシステム運

用を確保し業務に与える影響を最小限にすることを目的としている。 
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４.  ターゲット顧客・ニーズ 

（１） ターゲット顧客 

 本調査における協力先と共同で当社製品における潜在的な顧客をリストアッ

プし、その中で①公共セクター（省庁・自治体・国営企業）であること（なお後

述する条件を満たせば民間企業でも可）、②データセンターの分散ニーズとして

複数個所に拠点を有していること、に絞ってスクリーニングを実施しターゲッ

ト顧客を選定した。①に関しては、民間企業であっても、社会や経済活動を支え

るインフラ基盤（電力・ガス等のエネルギー関連、インターネットや電話等の通

信関連、鉄道・道路・港湾等の交通・物流関連、銀行・決済システム等の金融関

連）を提供している企業であれば対象とした。 

当該ターゲット顧客に対して、当社は各事業者が抱える課題やニーズ、当社

MDCの適合性等のヒアリングを実施し、その結果を下表に示す。 

 

表 11 ターゲット顧客に対するヒアリング結果概要 

分野 省庁・企業名 省庁・企業概要 ヒアリング結果概要 

非公開 

 

（２） ターゲット顧客のニーズ（顧客の直面している問題） 

企業にとってシステム運用基盤を導入することは、多大な労力や資金が必要

とされる。本調査において、ウクライナにおける公共及び民間セクターが直面し

ているシステム運用基盤の導入に係る課題が明らかになったため、これらの課

題を下表に示す。システム運用基盤を提供する事業者は、これらの課題を解決す

る方法を提供することで顧客獲得の機会を得られると考えられる。他方、下表で

記載したとおりウクライナにおいてクラウドサービス等のシステム運用基盤を

展開するためには State Service of Special Communications and Information 

Protection of Ukraineの許認可（認証取得）が必要になる。 

表 9 システム運用基盤導入に伴う課題 

課題 概要 

データセンターの所在 ウクライナ西部地域にデータセンターがあること 

（複数拠点が望ましい） 

信頼できるサービス提供事業者の

選択 

ウクライナにおける法律の遵守(ウクライナの国家特別通信情報保

護局から認証を取得していること) 、サービス品質 

セキュリティ ミサイル攻撃に対する保護、バックアップ電源の可用性、冗長化さ

れた通信チャネル、柵や生体認証等の物理的なセキュリティ 

デジタルインフラストラクチャの 

計画と展開 

戦時中であるためデジタルインフラの計画及び展開が困難 
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人材のトレーニング 移行先プラットフォーム（例えば AWSや Microsoft等）を利用す

るための人材トレーニング 

データ移行 データの整合性及び互換性の確保、ダウンタイムの最小化、移行対

応者のスキルと知識、予算とリソースの確保、移行後のテストと検

証、移行時間等 

ファイナンス 戦時中の定期的な支払いを含む財務計画、システム運用基盤の提供

価格帯 

出所：Deloitte Ukraine 
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５.  製品・サービス概要 

本事業の提案製品であるMDCはコンテナや冷蔵庫程度の大きさのモジュー

ルに、サーバスペースや空調、非常用電源（UPS）等、IT機器（サーバやネッ

トワーク機器）の運用に必要な機能をコンパクトに収容した情報通信分野にお

ける物理インフラである（エッジ型データセンターと呼ばれるタイプのデータ

センター）。当社はエッジ型データセンターに関する製品として、コンテナ型

のデータセンターと 1ラック単位で収容できるMDCの 2つの製品を展開して

いる。 

従来、データセンターは堅固な躯体と電力や通信ケーブルなど冗長性のある

インフラに支えられ、大規模に集約して構築されるケースが多い。一方、エッジ

型データセンターはシステムやデータが利用される地点の近くにコンパクトに

素早く構築し、リアルタイム性のあるデータ処理やシステムの運用基盤を分散

して配置することが可能である。 

エッジ型データセンターは当社以外にも提供している事業者がいるものの、

内部を監視するカメラやセンサーを設置しており遠隔地からの運用保守が可能

であること、省エネ性能が高い（PUE=1.2）ことが当社の差別化のポイントとし

て挙げられる。 

MDCのユースケースとしては、日本では、ローカル 5Gの基盤や、画像解析

等クラウドで全て行うにはネットワーク負荷の高い処理をデータ発生場所の近

くで行うエッジコンピューティング基盤としても利用しているが、グローバル

では利用者敷地内に適切なサーバルームを設けることができない遠隔地や、空

港等の重要インフラの基盤として活用されている。事業会社が、自社のシステム

基盤を自社サーバルームで運用しているが、サーバルームの設備や運用レベル、

インフラエンジニアの不足などから自社サーバルームを代替するニーズが大き

い。 

また、事業会社の自社サーバルーム代替ニーズだけでなく、システムインテグ

レータが、顧客基盤のアウトソースを受託するための商材として扱いたいとの

需要もあった。デジタルサービスの普及は ITソリューションが安定して運用さ

れていることがその大前提であるが、既存のサーバルームではそのようなソリ

ューションの基盤を運用する環境として不安が残るため、MDCを活用するニー

ズがある。 
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出所：調査団作成 

図 5 当社エッジ型データセンターの製品ラインナップ 
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６.  フィージビリティ（技術／運営／規制等の実現可能性） 

（１） 技術・価格の現地適合性 

ターゲット顧客に対して当社製品や価格等を提示し、現地適合性を確認した。 

戦時中及び戦後におけるデータ・リパトリエーションや、データの分散配置へ

の強い要望を受けた。例えば、ウクライナの金融機関は戦時中に国外移設したデ

ータを戦後に国内移管することを検討しているが、受け入れ先のデータセンタ

ーが足りていない。データ格納場所への需要に加え、将来のリスクにも備えられ

ることから、移動可能なデータセンターの活用に関心を示していた。また、情報

通信業界からも顧客データのリロケーションを希望している。データの分散配

置についてはエネルギー系企業が課題感を持っていた。変電所が攻撃を受けた

際に、変電設備に加えて管理データを保管するサーバやネットワーク機器が同

時に破壊されてしまうと復旧に余分に時間がかかることから、データセンター

を分散配置することで被害を最小限に留めたい意向を示していた。 

 

（２） 市場性 

ターゲット顧客とのヒアリングを通じて、当社製品はウクライナにおいて市

場性が高い製品と確認できた。具体的な内容を以下に記載する。 

⚫ 製品ニーズ 

戦中及び戦後で異なったデータセンターニーズが存在し、短期的（戦中）には、

既存環境のバックアップとして他場所（主に西部地域）への分散配置ニーズや不

測の事態を見据えた可搬性のあるデータセンターニーズ等の国内のシステムイ

ンフラ復旧に関連したデータセンターニーズがあり、中長期的（戦後）には、戒

厳令解除後の国内への逆データ移行先としてのニーズや多拠点小規模 IT基盤と

してのニーズがある。 

 

⚫ 競争優位性 

当社の可搬性及び拡張性の優れたMDCは、一般的なデータセンターと比較し

て  CD（品質・コスト・納期）の観点で非常に優位性がある。また、現地法人

との協業により、ウクライナ国内のデータセンター認証取得が容易になるとと

もに、運用・保守フェーズにおいてユーザに対してウクライナ語によるサービス

が提供可能となる。 

⚫ 価格競争力 

現地で当社 MDC と同等の他社製品が展開しているという情報は確認できな

かった。後述する代理店販売モデルであれば、当社の構築に係る人件費等が不要

になるため、ウクライナ市場に適した価格帯で販売できる可能性は十分にある。
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加えて、円安が追い風になる可能性もある。また、コンテナ型データセンター等

と比較すると、製品価格や設置に係る工事費等の導入関連費は低い。 

ターゲット顧客へのヒアリングを通じて、ユーザの購買意欲は確認できてい

るが、今後は現地パートナーと協力し、ウクライナ市場に適した価格で提供でき

るかの検討が必要である。 

⚫ 市場の成長性 

戦時中においてもデータセンター市場は緩やかに成長しており、戦争終結後

は復興ステージになるため更なる成長が見込まれる。また、ウクライナにおける

デジタル化が急速に進展していることから、データ需要の観点においても、デー

タセンター需要は今後も成長することが見込まれる。加えて、戦争が終結した後

も、ロシアに対する脅威は依然として残るものと予想されるため、ウクライナに

おいて可搬性のあるデータセンターや分散配置の需要は引き続き存在すると考

えられる。 

⚫ 規制と法的環境 

当社 MDC がウクライナ法により規制対象になりうる情報は得られていない。

また、後述するとおり、ウクライナ法により戒厳令解除後のウクライナ国内への

データ・リパトリエーションによるデータセンターニーズが存在し、当社製品に

とって追い風である。 

（３） データセンターに関連する政策及び法規制 

データセンターに関連する政策及び法規制の概要を下表に示す。ウクライナ

における個人情報や機密情報等は、原則としてウクライナ国内に保管（データロ

ーカリゼーション）する必要があるが、戒厳令による一時的な緩和策によりクラ

ウドや国外データセンターへの移動が許可されている。一方で、戒厳令解除後は

データをウクライナ国内に戻す必要がある。 

表 10 データセンターに関連する政策及び法規制 

政策及び法規制等 概要 

電子通信戦略–2030 

（Electronic Communications 

Strategy – 203023） 

ウクライナにおける電子通信分野の持続可能な発展を目指す包括

的な計画。グローバルな技術トレンドに適応することやロシアの

軍事侵攻による通信インフラの破壊やサイバー攻撃への対応など

の持続可能な発展の観点、ウクライナ全土で電子通信サービスを

手頃な価格で提供することや高容量ネットワークの促進・アクセ

ス改善を目指すなどの接続性とアクセス向上の観点、電子通信分

野での競争促進・イノベーション・投資促進の観点などが掲げら

れている。 

情報通信システムにおける情報の

保護について 

2022年 2月ウクライナ政府はほとんどの公共部門のデータを海

外のクラウドインフラに移行することを認める法律を可決した。

 
23 Electronic Communications Strategy – 

2030(https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/Аналітичні%20матеріали.pdf) 

https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/Аналітичні%20матеріали.pdf
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政策及び法規制等 概要 

（Про захист інформації в 

інформаційно-комунікаційних 

системах / On Protection of 

Information in Automated 

Systems24） 

この変更は戒厳令の期間中及び終了後 6か月間有効である。 

クラウドサービスについて 

（Про хмарні послуги / On Cloud 

Services25） 

国外又はウクライナの一時占領地域にあるクラウド環境及びデー

タセンターにおいて、ウクライナにおける公的情報及び国家機密

を構成する情報を利用し処理することは禁止されている。他方、

戒厳令期間中、ウクライナ国防省とウクライナ軍は、情報、情報

通信、電子通信システムにおいて、公式情報や国家機密を構成す

る情報を含む軍事及び防衛分野の情報を処理することができる。 

個人情報の保護について 

（Про захист персональних 

даних / On Protection of Personal 

Data26） 

ウクライナ国民の全ての個人データはウクライナの領土内に保管

する必要がある。なお、パーソナライズされたビッグデータと暗

号化されたアーカイブは、国外に保存できるようだ。戒厳令期間

中、ウクライナの閣僚による 2022年 3月 12日付けの決議第 263

号は、全ての情報リソースに海外のデータセンターとグローバル

クラウドサービス事業者の使用を許可している。 

ウクライナの戒厳令下における銀

行によるクラウドサービスの利用

について（ウクライナ国立銀行理

事会の決議） 

 (Про використання банками 

хмарних послуг  в умовах 

воєнного стану в Україні27） 

2022年 3月 NBU（National Back of Ukraine/ウクライナ国立銀

行）は、ウクライナの銀行によるクラウドサービスの利用制限を

一時的に緩和した。この変更により、銀行は、米国・英国・カナ

ダ・EEU諸国のクラウドリソース上で情報を処理・保存できるよ

うになった。この変更は戒厳令の期間中及び終了後 2年間有効で

ある。 

出所：調査団作成 

  

 
24 On Protection of Information in Automated Systems 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text) 
25 On Cloud Services( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2075-20#Text) 
26 On Protection of Personal Data (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text) 
27 Про використання банками хмарних послуг  в умовах воєнного стану в Україні 

(https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_08032022_42) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2075-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_08032022_42
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（４） ウクライナに対するMDC輸送及び設置にかかる規制 

MDCをウクライナへ持ち込み、設置や実証を行う上で留意すべき現地当局の

規制を下表に示す。ウクライナへの製品輸出には、適合性評価といわれる技術規

則が存在し、技術規則に適合していることを示す「ウクライナ適合宣言書

（Declaration of Conformity）」を提出する必要がある。MDCを現地に輸送し設

置する場合に想定される対象機器や作業においてどのような技術規制の対象と

なるかを分類した。 

表 11  DCの輸送や設置時に影響を受けることが想定される技術規則 

規制名 対象となる製品・技術概要 

 DCの輸送や設置における考慮事項 

電気機器関連 

(UPS, PDU, 

スイッチボード) 

ルーム 

エアコン 

設置工事 

低電圧機器認証 

Safety of low 

voltage electrical 

equipment 

(LVD) 

使用電圧が 50VAC（交流）以上

（75VDC（直流）以上）の全ての電

気製は UA 適合宣言(LVD EMC)の

対象となる28 

〇 〇 ― 

電磁両立性認証 

Electromagnetic 

compatibility (EMC) 

使用電圧が 50VAC（交流）以下

（75VDC（直流）以下）の全ての電

気製品は、UA適合宣言（EMC）の

対象となる。 

※プラグ、ソケット、コードセット

等、製品に能動的な電子部品が含ま

れない場合、EMC は適応されない
29 

〇 〇 ― 

特定有害物質認証 

RoHS 

EU RoHS（II）指令と製品カテゴリ

ーは同じである。電気電子機器の定

義も交流 1,000V、直流 1,500V 以

下で、定格電圧 250V以下のケーブ

ルやスペアパーツも含む30 

〇 〇 ― 

オゾン層破壊物質に

関する規制 

オゾン層破壊物質を含む可能性の

ある物品や機器（例：オゾン層を破

壊する物質を含むエアコン、冷蔵庫

など）は輸入ライセンスが必要31 

― 〇 ― 

電気設備設置許可 

Electrical 

Installation Permit 

以下の作業には電気設備設置許可

が必要となる32 

⚫ 建物及び構造物の電気設備 

⚫ 電気配線、電気器具作業 

⚫ 通信配線、コンピュータシステ

ムやテレビの配線、衛星アンテ

ナの設置 

⚫ 照明、火災警報器及び防犯警報

装置、太陽光発電システムの設

置 

― ― 〇 

 
28 Ukraine Safety Certification (https://www.tuvsud.com/en-us/services/product-certification/ukraine-safety-certification) ※対応するスタンダードは DSTU EN 

60950-1:2015 
29 Ukraine Safety Certification (https://www.tuvsud.com/en-us/services/product-certification/ukraine-safety-certification) ※対応するスタンダードは DSTU EN 

55032:2017、DSTU EN 55024:2017、DSTU EN 61000-3-2:2017、DSTU EN 61000-3-3:2017 
30 ウクライナ RoHSに関する記事 (https://getenviropass.com/ukraine-rohs/) 及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構 (https://j-
net21.smrj.go.jp/qa/development/ 1342.html)  
31 JETRO (https://www.jetro.go.jp/world/europe/ua/trade_02.html) 及び ウクライナ閣僚内閣資料 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1481-
2024-%D0%BF#Text)  

32 Prikhodko&Partners法律事務所 (https://prikhodko.com.ua/en/services/commercial-law/licensing-of-business-activities/license-for-electrical-installation-work/)  

https://www.tuvsud.com/en-us/services/product-certification/ukraine-safety-certification
https://www.tuvsud.com/en-us/services/product-certification/ukraine-safety-certification
https://getenviropass.com/ukraine-rohs/
https://j-net21.smrj.go.jp/qa/development/Q1342.html
https://j-net21.smrj.go.jp/qa/development/Q1342.html
https://www.jetro.go.jp/world/europe/ua/trade_02.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1481-2024-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1481-2024-%D0%BF#Text
https://prikhodko.com.ua/en/services/commercial-law/licensing-of-business-activities/license-for-electrical-installation-work/
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規制名 対象となる製品・技術概要 

 DCの輸送や設置における考慮事項 

電気機器関連 

(UPS, PDU, 

スイッチボード) 

ルーム 

エアコン 

設置工事 

⚫ 電気設備の保守 

建築及び施工管理に

関する許可 

Permits of the 

Architectural and 

Construction 

Control 

戦争中の為現在は戒厳令が敷かれ

ており、建設及び施工管理に関する

許可は不要。戒厳令中は宣誓書

(Declaration)の提出で代替可能で

あり、戒厳令期間と戒厳令失効日か

ら 3か月の猶予期間内で有効。その

後は許認可を取得する必要がある。
33 

― ― 〇 

出所：調査団作成 

 

 

７.  ビジネスモデル（実施体制／顧客やパートナーに提供する価値等） 

当社がウクライナにおいて想定している MDC のビジネスモデルは下図のと

おりであり、本調査において本ビジネスモデルを元にターゲット顧客における

ユースケースの確認を実施した。 

 

 
出所：調査団作成 

図 6 ウクライナにおける  DCのビジネスモデル 

MDCのユースケースとして、クラウド基盤としての利用用途（主にコロケー

 
33 Cross Border Business Lawyers法律事務所 (https://dlf.ua/en/construction-and-installation-works-in-ukraine-by-foreign-companies/)  

https://dlf.ua/en/construction-and-installation-works-in-ukraine-by-foreign-companies/
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ション用途として展開しクラウドサービス提供事業者が IT機器や仮想化環境を

構築）、アプリケーション基盤としての利用用途（クラウド環境用途として当社

が IT機器や仮想化環境を構築しアプリケーションサービス提供事業者が当クラ

ウド環境上にて SaaS（決済サービス等）を展開）、ビジネス基盤としての利用

用途（サーバルームや社内システム等の利用を想定。当社が IT機器や仮想化環

境を構築する場合もあれば、ユーザ自身が構築する場合もある。社内システム用

途であるため最終利用者は限定される）が挙げられる。 

本調査においてターゲット顧客にヒアリングを実施した結果、クラウド基盤

としての利用用途に対する明確なニーズは確認できなかった。理由としては、ウ

クライナ国内においてクラウドサービスが浸透しており、ウクライナのクラウ

ドサービス事業者自身が IT機器の調達や構築、仮想化環境の構築を行うことが

でき（地理的に近い欧州のクラウドサービス事業者も対応可能）、価格面等の競

争優位性がない限り地理的に不利な当社が IT機器の調達や構築、仮想化環境の

構築のパートを担うことは考えにくい。 

これらの結果を踏まえ、クラウド基盤としての利用用途で、当社がターンキー

ソリューション（出所：調査団作成 

図 7）としてMDCを販売するビジネスモデルは現時点で検討しない。 

 

 

出所：調査団作成 

図 7  DCのターンキーソリューション 

他方、ビジネス基盤としてのニーズは確認できた。MDCの提供形態として出

所：調査団作成 

図 8のとおり①②③のパターンがあるが、ヒアリングを進めていくと、MDC

は短納期で構築でき可搬性のあることが最も高い訴求・優位性であり、①または

②のニーズが高かった。 
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当社は、ウクライナにおけるデータセンター展開の戦略として、本調査で明ら

かになった①または②の提供形態でMDCを展開していく。 

 

 

出所：調査団作成 

図 8  DCの提供形態 

８.  将来的なビジネス展開、ロードマップ 

（１） 事業規模のイメージ 

ウクライナにおけるMDCの展開において、短期、中期、長期で切り分けて事

業規模のイメージを下記に記載する。 

 

短期的な展開 

⚫ 当社は現地パートナーにMDCを販売する形でウクライナ市場に進出 

⚫ MDCの提供形態は現地パートナーが販売しやすい形態を優先 

（図 8の「①MDC単体」又は「②フル構成」） 

⚫ ユーザに対するMDCの運用保守は現地パートナーが実施 

⚫ MDCのリモートメンテナンス機能は当社が現地パートナーに提供 

 

中期的な展開 

⚫ 現地パートナーとともにMDC導入体制やマーケティングを強化 

⚫ 販売数や顧客ニーズに応じて、当社他サービスのバンドル販売やバックア

ップソリューションサービスを検討 

 

長期的な展開 

⚫ 原則として現地パートナーが展開主体と考えているが、市場拡大に応じて

現地法人の立上げ（現地パートナーとの JV含む）によりユーザに対して

直販する体制も検討 

⚫ ポーランド等隣国展開も含め、現地パートナーがリーチできない顧客層へ

の展開を視野に他パートナーとの協業を模索 
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⚫ 販売数増加により短納期展開や輸送費を含めた製造原価低減を実現するた

め、欧州地域でのMDC製造工場の展開を模索 

 

MDCを現地パートナーに納品するまでのリードタイムは、海上輸送の場

合、日本からウクライナまでは 3か月程度かかる見込みである。また、MDC

は基本的に受注生産であるため、輸送期間を含めると発注から納品までに 5~6

か月程度かかる。事業の初期段階では受注生産方式で対応するが、納期の長期

化による機会損失を防ぐため、製造工場から航空輸送することや、販売数に応

じて現地パートナーが一定量の在庫を保有するなどの対策を検討していく。 

 

（２） 進出形態・実施体制のイメージ 

ウクライナにおいてクラウドサービス等のシステム運用基盤を展開するため

には当局の許認可（認証取得）が必要になる。当社がウクライナでデータセンタ

ー事業を展開するには、ウクライナ法を遵守するとともに最適な現地パートナ

ーとの提携が不可欠といえる。 

代理店販売モデルは下図のとおりであり、当社は現地パートナーに対してサー

バ等の IT 機器を除いた MDC 及びリモートメンテナンス機能を販売する。現地

パートナーは IT機器を装備し必要に応じて仮想化等を構築した上でユーザに提

供するとともに、運用保守（オンサイトメンテナンス）を対応する。 

（３） 事業化の条件・課題・リスク 

紛争継続リスク以外で確認すべき項目は、輸送（主にウクライナ国内での輸

送）、現地パートナーの技術レベルといった現地でのソリューション提供実現に

関連する事項である。また、市場規模が実際にどの程度見込めるか（リーチでき

るニーズや現地での競合状況等）は事業を展開しながら明らかになる部分が多

いため、現地パートナーと連携し柔軟に解決・軌道修正を図っていく。また、戒

厳令解除後のウクライナ国内へのデータ・リパトリエーションは、当社にとって

追い風の内容となるが、一方で短納期が求められる可能性があるため、迅速にサ

ービスを提供できる体制と輸送ルートを確保する必要がある。 

第２. ロジックモデル 

事業目標： 

・ビジネスを安全に継続させる（対取引相手における付加価値） 

・インターネットサービスが止まらない（対個人、エンドユーザにおける付加価

値） 

表 12 本事業の裨益者 

裨益者 裨益の種類 裨益者の種類 
ロジックモデル上の

表現 

MDCを設置・構築・運用する事業者（シス

テム運用基盤提供者/現地パートナー） 

直接 民間法人 現地パートナー 
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MDC を利活用してサービスを提供する事

業者（公共及び民間） 

間接（直接） 公共及び民間の各

事業者 

ユーザ 

提供されたサービスを利用する最終裨益者 間接 個人 地域住民・国民 

出所：調査団作成  

 

出所：調査団作成 

図 9 ロジックモデルの策定結果 
以 上 

 


